
渋谷区職員措置請求書及び監査結果
（生活保護費の不正受給に関する件）

令和５年１月１１日

渋谷区監査委員



第１ 請求の受付

１ 請求人

東京都渋谷区西原                 井上  斉

２ 請求書の提出

   令和４年１１月１４日提出

３ 請求の内容

   （注１）住民監査請求書は、原文のまま記載した。

   （注２）事実証明書は、省略した。

渋谷区職員措置請求書

渋谷区長（委員会若しくは委員又は職員）に関する措置請求書の要旨

１ 請求の趣旨

福祉部生活福祉課において、生活保護費を調査不十分で支給し、不正受給発覚後支給停

止したのは評価できるが、生活保護法８５条に定められている様に支給金額の返還請

求、及び刑事訴追（不正受給という詐欺）をしないことは、公金の不十分な支出であり、

職務怠慢と云わざるを得ない。よって、しっかりとした監査をしてもらいたい。

２ 請求者

住所：渋谷区西原

氏名：井上  斉

地方自治法第２４２条第１項の規定により別紙事実証明書を添えて必要な措置を請求しま

す。

令和 4年 11月 14日

渋谷区監査委員あて
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監査請求の趣旨

令和３年１１月２９日に生活保護費支給停止の措置をとりましたが、その原因は、受給

者の資産隠しによる不正受給が発覚したためと思われ、その不正受給金額は、７００万

円弱に及ぶと思われる。（資料１）

そう思われる要因は、私の所有するアパートに入居する際に、立ち退きで住む所がない

ので是非入居させてくれと懇願して入居したのにもかかわらず、今回の立ち退きに際し

ては、２００万円支払わなければ立ち退きしないと云って立ち退き裁判になっておりま

す。前回揉めずに退去したにも関わらず、今回なぜこんなに揉めるのかを調べられる範

囲で調べてみました。（調査権がないので）

前入居アパートは、受給者の従兄が理事（年収１６００万円）を務める社会法人が所有

しおり、そこに令和２５年７月頃より居住していました。同時期、同社会法人は債務過

多で差し押さえ、所有権移転の状態であり、そのインサイダー情報を入手して入居した

のではと思われます。これは添付資料２の所有権に関する事項から推測できます。その

結果、立ち退きの際に金銭の受け渡しがなされたのではないかと思われます。（資料２

－１，２）

今回の立ち退きに際しては、私には立退料として２００万円を請求しながら、生活福祉

課の係長、ケースワーカーには「大家からは立退料を貰わないから、生活福祉課で面倒

をみて欲しい」と云ったとのことです。これは、明らかに双方から金銭を得ようとして

いたあらわれで、生活保護費の不正受給を企てていた証です。

生活福祉課は令和４年１１月２９日に受給停止とし支給金の返還を求めたようですが、

明け渡し裁判で未払いの家賃３９万円ほどを分割で払ったらと裁判官に提案されたにも

かかわらず、「払う気はない。月１００円なら分割で払ってもいい。」と云う人間が、

生活保護費の分割返済をするでしょうか。本人が、支払わなければならない金額を払わ

ない人間だということは、添付資料３（１～６）で証明されてます。

因みに、令和２年の渋谷区の生活保護費支給額は６９億円強で、生活保護弁消費は３７

百万円弱です。ここで肝要なのは、この弁償費が令和２年単年度の不正受給費の弁償で

ないことです。

さいたま市では、平成２５年から和元年までの５年間に４００～５３０人の生活保護費

不正受給者がいたそうです。毎年４００人以上です。

人口比から類推すると、渋谷区でも４０～５０人の不正受給者がいると推測されます。

これは、不正受給が発覚すれば受給停止になるから、毎年、新しい不正受給者が４０人

以上出ているということです。これらの不正受給者に弁償請求をしたとすると、過去５

2



年間で、少なく見積もって２００人（実際にはもっと以前よりで、人数も多いと思いま

すが）から弁償を受けていたら、不正受給者一人当たり年１８５千円にしかなりません。

不正受給額が分かりませんが、少なくとも年６千万円、５年で３億円は超えているので

はと思われます。これらの数字はあくまでも推測であり、正確な数字を区民に公表すべ

きだと思います。

渋谷区が、生活保護法８５条に基づき毅然たる処置（不正受給と云う刑法第２４６条詐

欺罪による刑事訴追）をしないため、この生活保護費不正受給者は、渋谷区で受給停止

になってから、半年もしないうちに葛飾区にて再度生活保護費を受給しています。これ

は、葛飾区民だけの問題でなく、税金を払っている全国民にも損害を与えています。

今後、生活保護費の不正受給をなくしていくためにも、しっかりとした監査を行って頂

き、毅然たる処置をとって頂くことを切にお願いいたします。

以上

（別紙事実証明書）

１ 生活保護費（家賃扶助）の収入状況（資料１）

２ 登記事項証明書（資料２－１）

３ 入居申込書（資料２－２）

４ その他（資料３－１～６）

参考資料

４ 請求の要件審査

本件監査請求については、次項に述べる監査対象事項につき、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４２条所定の要件を具備しているもの

と認めた。（詳細は、第３・２（２）イ参照。）

第２ 監査の実施

１ 監査対象事項

本件監査請求に係る監査対象事項は、監査請求書に記載されている事項等を勘案し、

次のとおりとする。

区長が、令和３年１１月２９日に生活保護費廃止決定がなされた受給者に対する徴
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収金等に関する債権の行使を怠る事実が認められるか。

２ 監査対象部

福祉部

３ 証拠の提出及び陳述

   請求人に対し、法第２４２条第７項の規定に基づき、証拠の提出及び陳述の機会を

与えた。

（１） 新たな証拠の提出

請求人からは、新たな証拠の提出はなかった。

（２） 陳述内容

   ア 請求人は,令和４年１２月５日に、以下の内容の陳述書を提出した。

「生活福祉課における生活保護費給付の整合性と不正受給者に対する対処方針が、

不明瞭である。生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「生活保護法」と

いう。）第８５条、刑法（明治４０年法律第４５号。以下「刑法」という。）第２

４６条に基づき不正受給者に対応してほしい。」

   イ 請求人は、令和４年１２月９日に陳述を行い、本件請求の趣旨につき、返還に

なっているかどうかわからず、返還請求があったから返還するような人ではない

ため、返還請求のみならず刑事面の処置も必要である等、補足した。

４ 監査対象部の見解

監査対象部である福祉部に対し、本件監査請求に関する事情聴取を行った。同部か

らの回答の要旨は、次のとおりである。

（１）本件生活保護受給決定に至る審査の具体的内容について

   本件受給者（以下「受給者」という。）は、平成２６年７月４日に刑務所を出所後、

カプセルホテルなどを転々としており、住所不定の状況であった。受給者は、生活

に不安を感じ、平成２６年７月３１日に渋谷区福祉事務所に申請した。仮の居所と

して、川口市の簡易宿所に入所させ、生活保護法第２９条に基づく調査を開始した。

   平成２６年８月４日に、受給者を来所させ、担当する職員による事情聴取を行っ
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た。聴取した内容は、生育歴、出所後から申請に至る経緯、資産状況（所持金、預

金、不動産等の資産の有無）、親族関係、就労歴などである。

   申請時の資産および収入状況は、所持金については、預金を含め３５６円、就労

収入及び年金等の定期収入については、失業中であり年金も無かった。

   このことから、生活保護法に基づき要否判定を行い、保護を決定した。

（２）生活保護費の支給から、廃止、返還請求に至る手続きについて

   保護費の支給については、厚労省が定める生活扶助や住宅扶助などの基準額をも

とに、年齢や同居人数などを勘案して月毎に最低生活費を算出し、受給者に収入が

ある場合には、最低生活費から収入認定額（収入額－（基礎控除＋必要経費））を減

額して支給保護費を決定し、渋谷区の場合毎月 1 日に支給する。なお、受給者は、

生活保護法に基づき収入について申告する義務を負っている。

返還請求については、関係機関への調査により、福祉事務所で把握していない収入

が発覚した際、支給済み保護費から当該収入額に相当する金額の返還を求めることに

なる。生活保護法では、やむを得ない事情により申告が遅れた場合は生活保護法第６

３条による返還と、故意に収入を隠すなど不正に保護費を受給した場合は生活保護法

第７８条による徴収が定められている。前者は、返還金の減免が認められるが、後者

には認められていない。返還額が決定した後は、対象者への通知および文書による催

告を行う。

生活保護の廃止は、通常は、毎月の収入額と最低生活費を元に要否判定を行い、

収入額が最低生活費を超えた場合に廃止となる。

（３）生活福祉課と請求者との間で、生活保護費の金銭の授受について

    平成３０年１１月から令和２年７月まで、区が、受給者の家賃を申請人に代理納

付をしていた。納付額は、家賃５３，７００円、管理費１，３００円。

（４）廃止に至る経緯について

    保護廃止日は令和３年１１月２９日である。

    令和３年１０月に実施した金融機関調査により、受給者の複数の預金口座に平成

２８年１２月から令和３年１１月まで複数の個人からの未申告の収入（総額

23,083,123 円）があることが判明したため、令和３年１１月２９日に受給者と面談

を実施し、内容の確認を行ったところ、受給者は未申告の収入であることを認めた

ため、前記の収入から未申告収入認定額（15,508,123 円）を認定し、同日付で要否

判定を行い、廃止とした。

受給者が請求者へ弁護士を通じて立退料を請求していたことから、弁護士の依頼

料金の出処の確認のため、また新品のゴルフバッグを持っているなどの通報があり、

調査を実施した。

（５）返還金額の決定と算出根拠について
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  受給者への返還金の請求（徴収決定額 9,314,674 円）は、令和４年６月２７日に

決定し、同日付け文書で通知したが、居所不明で返戻されたため、同年７月

１５日に受給者の新住所に再送した。

生活保護法第７８条による返還請求においては、生活扶助、住宅扶助のほか医療

扶助（医療費）なども返還の対象の支給保護費になる。令和３年１１月分の医療費

が確定するまでに医療機関の都合により２か月位かかるなど、審査請求に備え、資

料の裏付け調査などに時間がかかったことが主な原因である。

返還金の算出根拠については、次の式で月毎に計算し差額が０になるまで繰り返

した上で、支給保護費の総額を返還金としている。

月毎 未申告収入金額 – 当月支給保護費＝差額が生じる場合は翌月に繰越

翌月 未申告収入金額 + 繰越金 - 支給保護費 = 差額 同上

（６）返還請求後、受給者が返還に応じない場合の今後の手続きについて

    返還請求を継続していく。必要に応じ、刑法第２４６条に基づく法的措置を検討

する。

（７）その他請求者の各々の主張に対する所管部の見解について

    本件の受給者につきましては、生活保護法第７８条の規定に基づく徴収金額決定

処分を行っており、法第２３１条の３第１項に基づき、今年度１２月に（督促状に

て）厳正に返還請求を行う。

５ 事実の確認

   関係書類の調査により、次の事実を確認した。

生活保護費の申請、支給決定、廃止に至るまでの経緯について

  平成２６年 ７月３１日 生活保護費の申請

   平成２６年 ８月 ４日 生活保護費の開始

   令和 ３年１０月１８日 生活保護法第２９条に基づく金融機関調査実施

   令和 ３年１１月 １日 生活保護費最終支給日

   令和 ３年１１月１８日 金融機関調査回答

   令和 ３年１１月２９日 受給者に面談を実施し、未申告の収入を認めた為、生

               活保護廃止決定

   令和 ４年 ６月２７日 返還金額の確定

   令和 ４年１２月 １日 督促状送付
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第３ 監査の結果

１ 判断

本件監査請求については、合議により、次のとおり決定した。

本件監査請求のうち、①令和３年１１月２９日に生活保護費廃止決定がなされた受

給者（以下、「本件受給者」という。）につき、生活保護法第８５条ないし刑法第２４

６条に基づく対応を求める部分については却下し、②本件受給者に対して、同人に支

給された生活保護費の返還請求を行うよう求める部分については、理由がないため

棄却する。

２ 判断理由

（１）一部却下の理由

請求人は、本件受給者につき、生活保護法第８５条ないし刑法第２４６条に基づ

く対応を求めている。

法第２４２条第１項は、「当該普通地方公共団体の長若しくは委員会若しくは委員

又は当該普通地方公共団体の職員について、違法若しくは不当な公金の支出、財産の

取得、管理若しくは処分、契約の締結若しくは履行若しくは債務その他の義務の負担

がある（当該行為がなされることが相当の確実さをもって予測される場合を含む。）

と認めるとき、又は違法若しくは不当に公金の賦課若しくは徴収若しくは財産の管理

を怠る事実（以下「怠る事実」という。）があると認めるときは、これらを証する書

面を添え、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若し

くは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該地方公共団体

の被った損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。」

と規定している。すなわち、住民監査請求の対象は、同項所定の地方自治体の執行

機関又は職員による同項所定の違法若しくは不当な財務会計上の行為又は違法若

しくは不当な怠る事実であり、財務会計上の行為又は怠る事実以外のものを対象と

する請求は、不適法なものというべきである。

そして、本件受給者につき、生活保護法第８５条及び刑法第２４６条に該当する

ことを理由に告発等の対応をとることは、財務会計上の行為又は怠る事実にあたら

ない。

よって、本件監査請求のうち、上記主張については、不適法である。

7



（２）一部棄却の理由

   ア 請求人は、本件受給者に支給された生活保護費につき、同人に対する返還請求

を行うよう求めている（以下、「本件請求部分」という。）。なお、本件請求部分の

対象機関は、法第２４２条第１項を踏まえ、区長と解される。

   イ 本件請求部分が適法であること

本件請求部分は、本件受給者が不実の申請その他不正な手段により保護を受け

ていることを前提に、区長が本件受給者に対して、生活保護法第７８条第１項に

基づく徴収金等に係る債権の行使を怠っていることを理由とするものであり、法

第２４２条第１項に該当する。

また、法第２４２条第２項は、監査請求について期限を規定しているところ、

財務会計上の行為が違法、無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権

の不行使をもって財産の管理を怠る事実とする住民監査請求においては、当該財

務会計上の行為があった日又は終わった日を基準として１年以内に監査請求をす

べきとの考え方がある（最高裁判所昭和６２年２月２０日判決（民集４１巻１号

１２２頁）参照）。しかしながら、右請求権が右財務会計上の行為のされた時点で

はいまだ発生しておらず、又はこれを行使することができない場合には、右実体

法上の請求権が発生し、これを行使することができることになった日を基準とし

て同項の規定を適用すべきである（最高裁判所平成９年１月２８日判決（民集５

１巻１号２８７頁）参照）。本件において、生活保護費の支給最終日は令和３年１

１月１日であるが、生活保護法第２９条に基づく金融機関に対する調査結果を踏

まえ、同月２９日に本件受給者との面談を実施したところ、同人が未申告の収入

を認めたため、直ちに生活保護廃止決定がなされており、少なくとも上記同日よ

り前に、本件受給者に対し生活保護法第７８条第１項に基づく徴収を行うことは

できなかったものと解される。よって、本件請求部分は、法第２４２条第２項の

期間を遵守しており、適法である。

その他、請求要件の不備は認められない。したがって、本件請求部分は適法で

ある。

   ウ 怠る事実が認められるか否かについて

（ア）監査対象部の回答内容及び関係書類の調査結果によると、以下の（イ）（ウ）

が認められる。

（イ）生活保護廃止決定

生活保護の廃止は、通常は、毎月の収入額と最低生活費を元に要否判定を行い、

収入額が最低生活費を超えた場合に廃止となる。

本件においては、令和３年１０月に実施した金融機関に対する調査により、同

年１１月２９日、受給者の複数の預金口座に平成２８年１２月から令和３年１１
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月まで複数の個人からの未申告の収入（総額 23,083,123 円）があることが判明

したため、上記同日、受給者と面談を実施し、内容の確認を行ったところ、受給

者は未申告の収入であることを認めたため、前記の収入から未申告収入認定額

（15,508,123 円）を認定し、上記同日付で要否判定を行い、廃止とした。

（ウ）生活保護廃止決定後の対応

本件受給者について令和３年１１月２９日に生活保護廃止決定がなされた後、

令和４年６月２７日、本件受給者に対し、生活保護法第７８条第１項に基づき、

徴収金の請求（徴収決定額 9,314,674 円）が決定された。

令和４年６月の決定となったのは、生活保護法第７８条第１項による徴収にお

いて、生活扶助、住宅扶助のほか医療扶助（医療費）等も徴収対象となるところ、

令和３年１１月分の医療費が確定するまでに医療機関の都合により２か月位か

かるなど、審査請求に備え、資料の裏付け調査などに時間がかかったことが主な

原因である。徴収額の算出根拠としては、次の計算式で月毎に計算し差額がゼロ

になるまで繰り返した上で、支給保護費の総額を徴収金としている。なお、生活

保護法第７８条第１項の徴収金については、減免が認められていない。

月毎 未申告収入金額 – 当月支給保護費

＝差額が生じる場合は翌月に繰越

翌月 未申告収入金額 + 繰越金 - 支給保護費 = 差額 同上

令和４年６月２７日付け文書により、上記徴収金請求の決定について、区長よ

り本件受給者宛に通知したところ、同文書は、居所不明で返戻されたため、同年

７月１５日、本件受給者の新住所に再送された。

また、法第２３１条の３第１項に基づき、生活保護法第７８条第１項による徴

収金等に関し、令和４年１２月１日付け督促状が区長より本件受給者宛に送付さ

れている。

さらに、監査対象部の見解としては、本件受給者が請求に応じない場合には、

返還請求を継続して行うとのことである。

（エ）小括

以上の事実及び監査対象部の見解を踏まえると、区長が本件受給者に対し、徴

収金等の債権の行使を怠っているとは認められない。

よって、本件請求部分は理由がない。

（３）結論

以上により、「第３ 監査の結果」第１項に記載したとおり判断する。
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